
原子力発電所（原発）事故による避難指示の根拠 

更新日：2018年 6月 28日 

原子力災害対策特別措置法及び災害対策基本法に基づき、政府が各地方公共団体

の長に対して行う指示に基づきます。 

• 平成 23年 3月 15日より 4月 21日までは、原子力災害対策特別措置法 15条 3

項で、内閣総理大臣は、原子力緊急事態が発生した時は、市町村長及び都道府県

知事に対し、「避難の為の立退き又は屋内への避難の勧告又は指示を行うべきこと

その他の緊急事態応急対策に関する事項を指示する」と規定され、これに基づき避

難指示及び屋内退避指示がされていました。 

• 同年4月22日、これが解除され、居住者の生命身体に対する危険を防止するため、

原子力災害対策特別措置法 20条 3項に基づき、警戒区域(設定は 21日)、計画的

避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点が設定されました。 

• 同年 9月 30日、緊急時避難準備区域が一括解除されましたが、その他の設定区域

の解除については、同日現在未定です。 

 

原子力災害対策特別措置法 

（原子力緊急事態宣言等） 

第十五条 原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態

が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報

の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出し

なければならない。 

一 第十条第一項前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報に係

る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放

射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合 

二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるもの

が生じた場合 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊

急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示（以下「原子力緊急事態宣言」という。）を

するものとする。 

一 緊急事態応急対策を実施すべき区域 

二 原子力緊急事態の概要 

三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び

公私の団体（以下「居住者等」という。）に対し周知させるべき事項 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第



一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定

により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難

のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対

策に関する事項を指示するものとする。 

４ 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るため

の応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の

解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示（以下「原子力緊急事態解除宣言」という。）をす

るものとする。 

 

 

（市町村長の避難の指示等） 

第二十七条の二 前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害

事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合におい

て、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又

は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性

を含む。）の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力

災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難の

ための立退き又は屋内への退避を勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に

対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。 

２ 前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、又は指示する場合

において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先又は退避先として第二

十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十九条の四第一項の

指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。 

３ 前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施

区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染

による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、避難のための立退きを行

うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町

村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他

の者に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置（以

下「屋内での待避等の安全確保措置」という。）を指示することができる。 

４ 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を勧告し、

若しくは指示し、若しくは立退き先若しくは退避先を指示し、又は前項の規定により屋内

での待避等の安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を原子力災害対策本部長

及び都道府県知事に報告しなければならない。 

５ 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければなら

ない。前項の規定は、この場合について準用する。 


